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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、事業活動の適法性と経営の透明性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、株主重視の公正な経営システムを構
築、維持することをコーポレートガバナンスの基本的な考え方としております。

これを実現するために監査役会設置会社を選択し、コーポレートガバナンス体制としては、株主総会、取締役会、監査役会に加え、社長の意思決
定を補助するための経営会議や各委員会を設置し、重要事項の審議・検討を通じて、ガバナンスの実効性を高めております。

また、事業環境の変化に即応し、迅速かつ最適な意思決定及びその執行を行っていく必要があるとの認識のもと、当社は執行役員制度を導入す
ることによって、経営の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割の明確化と機能強化を図っております。

更には、取締役会の監督・監視機能を強化するため、当社を取り巻く各々のリスクを取り扱う各委員会のうち、主要な委員会から取締役会への報
告を義務付けるとともに、指名・報酬諮問委員会、経営協議会、社外役員会議、経営倫理委員会等を設置し、コーポレートガバナンス・コードの趣
旨の徹底を図っております。具体的な内容につきましては、本報告書のⅡ．２「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記
載しておりますので、そちらをご参照ください。

当社は、今後も引き続き、より充実したコーポレートガバナンス体制を実現してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有に関する方針、政策保有株式に係る議決権の行使基準】

当社は、主として取引関係の維持・強化を図るため、長期的な事業発展に資する上場株式については、継続的に政策保有しております。

また、共通の創業者により設立された森村グループの株式については、グループのブランド価値を高めるべく保有しております。経営品質向上に
互いに取り組み、セラミックスを中心とした産業の発展にそれぞれが貢献してまいります。

取締役会においては、定期的に政策保有株式の保有意義、株価、配当利回り、格付け等を確認して継続保有の要否を判断しており、有価証券報
告書において保有のねらい・合理性について具体的な説明を行っております。

政策保有株式に係る議決権については、議案の内容が株主利益を損なうものとなっていないかとの観点に加え、中長期的な観点から、保有先に
おいて企業価値の向上及び株主利益を重視した経営が行われているか等に着目して行使します。

【原則１－７．関連当事者間の取引についての手続の枠組み】

当社は、取締役及び執行役員との取引については、法令に定められた利益相反取引に係る手続に則って取締役会の承認事項としており、取引の
内容や条件が適切かどうか、会社を害することがないかといった観点から審議、決議し、取引の主な内容を事業報告や有価証券報告書にて開示
することとしております。法令上、利益相反取引とされていない、監査役及び主要株主との取引についても、上記同様に取締役会の承認事項とし
て取り扱い、同様の開示を行うこととしております。

【原則３－１．情報開示の充実】

１．会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社は、「日本ガイシはより良い社会環境に資する商品を提供し、新しい価値を創造する。」を企業理念としております。経営戦略、経営計画につ
いては、決算短信及び当社ホ－ムペ－ジにて開示しております。

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書のⅠ-１.の「基本的な考え方」に記載しておりますので、そちらをご参照くだ
さい。また、当社のコーポレートガバナンス・コードに関する基本方針を次のとおりといたします。

（１）株主の権利・平等性の確保

株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、株主の権利行使に係る適正な手続を遵守するとともに、適時適
切な情報開示により、株主に対し質量ともに十分な説明となりうる情報を提供してまいります。

（２）株主以外のステークホルダーとの適切な協働

企業理念に基づいて、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働を積極的に推進すること
により、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を図ってまいります。

（３）適切な情報開示と透明性の確保

適切な情報開示が会社経営の透明性の確保、ひいてはコーポレートガバナンスの向上に資するものと認識し、会社の財政状態・経営成績等の財
務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやコーポレートガバナンスに係る情報等の非財務情報についても、積極的に発信してまいります。

（４）取締役会等の責務

取締役会の主要な責務は、経営の基本方針を示すことと取締役の業務執行を監督・監視することであるとの認識に基づき、取締役会がその責務
を十分果たすことができるよう、業務執行に係る各種委員会や社外役員を中心とする諮問委員会を最大限活用してまいります。

（５）株主との対話

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、株主との建設的な対話が重要であるとの認識に基づき、株主からの対話の申込みにつ
いては、必要に応じ関係部門が連携して真摯に対応することにより、株主の意見・懸念の経営陣への効果的なフィードバックに努めてまいります。

３．取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

報酬決定の方針につきましては、本報告書のⅡ.１「取締役報酬関係」の「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」」に記載しております



ので、そちらをご参照ください。

報酬決定の手続につきましては、本報告書のⅡ.２「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記載しておりますので、そちら
をご参照ください。

４．取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

本報告書のⅡ.２「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。

５．取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

第151期定時株主総会にて選任された取締役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.ngk.co.jp/IR/）に掲
載しております「第151期定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名
の理由につきましては、本報告書のⅡ．【取締役関係】会社との関係（２）及び【監査役関係】会社との関係（２）に記載しております。第151期定時
株主総会にて改選期を迎えていない監査役（社外監査役を除く）の指名の理由は以下のとおりです。

水野丈行：セラミックス事業部門の技術開発を経て半導体製造装置用セラミックス部門の立ち上げに携わるなど、ものづくりを中心とした事業運営
の経験を有し、また製造技術部門、品質委員会、環境委員会の長も務めました。これらに基づく知見が当社を監査する上で有用であると考え、監
査役として指名しております。

杉山 謙：当社入社以来、財務部門の経験が長く、財務部長を務めました。また、海外子会社の事業運営に携わったほか、業務監査部長も経験い

たしました。これらに基づく財務会計と業務監査に関する豊富な知識と経験が、当社を監査する上で有用であると考え、監査役として指名しており
ます。

【補充原則４－１①．経営陣に対する委任の範囲の概要】

当社は、取締役会において、法令上取締役会において決議することが定められている事項、並びに、これに準ずるものとしてその重要性及び性質
等から取締役会において決議することが適当であると認められる事項について、判断・決定を行っております。取締役会は会社の経営理念を達成
するための戦略的な方向付けを行うべく経営戦略や経営計画策定等を議論し、その方向性に基づき、業務執行に関する決定を当社の経営陣に
委任しております。

取締役会が判断・決定する事項は、具体的には当社定款及び取締役会規則に定めており、その主なものは、全社総合予算、会社の解散・合併・
提携等の戦略的計画、株式取扱規則、株主総会の招集の決定、代表取締役の選定及び解職、計算書類及び事業報告等の承認、重要な財産（長
期保有の有価証券、土地、設備等）の処分及び譲受、重要な使用人の選解任、重要な組織の設置・変更です。

当社は執行役員制度を導入して経営の意思決定と業務執行の分離による意思決定の迅速化を図っており、上記以外の事項は、別に定めた職務
権限表に基づいて経営陣が決定しております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準】

当社は、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者を当社において独立
性を有する社外取締役（以下「独立社外取締役」という。）とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該
人物の人格、識見等に照らし当社の独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引
所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人
物を独立社外取締役とすることができるものとします。

なお、この判断基準において、業務執行者とは会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人を、当社グループとは
当社、当社の子会社または関連会社を指すものとします。

１．当社の現在の議決権所有割合10％以上の主要株主、また当該主要株主が法人である場合には直近を含めた最近の３事業年度において当該
法人の業務執行者であったことがある者。

２．当社グループとの間で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先の
現在の業務執行者。

３．当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者である法人において、
直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。

４．当社グループから、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円または当該団体の平均年間総費用の30％のいずれ
か大きい額を超える寄付または助成を受けている団体の現在の理事、役員。

５．直近を含めた最近の３事業年度において、当社グループの会計監査人または会計参与であったことがある公認会計士、税理士または監査法
人もしくは税理士法人の現在の社員等。

６．上記５．に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントで、役員報酬以外に当社グループから、直近を含めた最近の
３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、または上記５．に該当しない法律事務所、監
査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイスを行う団体で、直近を含めた最近の３事業年度のいずれかにお
いて、当該団体の連結総売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けている団体の現在の社員等。

７．当社が現在主要株主である会社において、直近を含めた最近の３事業年度において業務執行者であったことがある者。

８．上記１～７項に掲げる者の配偶者または二親等内の親族。

【補充原則４－１１①．取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】　

当社の取締役会は、各事業分野における製造技術、研究開発、営業、企画などの実務経験とリーダーシップを有する者、財務、法務、労務などの
知識を有する者、また法律や企業財務など高度な専門性や、国際情勢、社会・経済動向に関する見識等を有する独立性の高い社外の人材から
構成することとし、その人数は定款で15名以内と定めております。なお若手人材および外国人の登用については、今後事業の拡大に伴う必要性
の観点から引き続き検討すべき重要課題であると認識しております。

取締役の選任に関する方針・手続につきましては、本報告書のⅡ.２「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記載しており
ますので、そちらをご参照ください。

【補充原則４－１１②．取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況】　

当社は、取締役及び監査役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書に
おいて毎年開示しております。

【補充原則４－１１③．取締役会の実効性についての分析・評価の結果の概要】

当社取締役会では、各種法令や定款、社内規程に則って適切な議事運営が行われており、議論も活発に行われております。取締役会の実効性
について、当社取締役会は平成29年３月期を対象に各取締役及び監査役に対するアンケートを実施の上、分析と評価を外部機関に委託し、その
内容を取締役会に報告いたしました。結果としては、当社取締役会はその実効性に問題はなく有効に機能しており、ガバナンスの要件を遵守しな
がら、コンプライアンスを確実にモニタリングしつつ、メンバーがコミットして健全で透明性のある議論を実施しているという強みを有するとの評価を
得ております。また、今後実効性を向上させるために望ましい事項として、最重要事項（長期・戦略的重要テーマ）に対する議論の更なる充実など
が挙げられており、当社はこの評価結果に基づき、引き続き取締役会の実効性の確保、強化に努めてまいります。

【補充原則４－１４②．取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役・監査役が会社からの受任者として善管注意義務を負っていることを踏まえ、各々経営の専門家として、あるいは業務執行の監督



者としての職責を十分に果たすことができるよう、以下のような研鑽の場を提供することをトレーニングの方針としております。

１．社内役員に対する会社法、金融商品取引法、競争法その他コーポレートガバナンスやコンプライアンスに関する研修

２．社外役員に対する、主に取締役会上程案件に関する担当部門等からの個別の説明、並びに事業環境や課題についての定期的な情報提供及
び意見交換の場の提供

【原則５－１．株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針】

当社は、株主・投資家の皆様との双方向のコミュニケーションにより、経営状況や運営方針の正確・迅速な説明に努めるとともに、企業価値の最
大化に取り組んでおります。

株主・投資家の皆様からの面談の申込みや株主総会での質問、当社ＷＥＢサイトを通じたお問合せについては、財務部及び総務部の各所管取締
役の指揮のもと、両部門が必要に応じて経営企画室・コーポレートコミュニケーション部・法務部等と密接に連携しながら真摯に対応することで、建
設的な対話の促進に努めております。

機関投資家の皆様に向けた直接的な対話の機会も重視し、経営トップが関与して決算説明会（年２回）や海外ＩＲ（年２回）等の各種ミーティングを
実施しております。

これらの対話の結果を定期的に取締役会に報告することにより、マネジメントへのフィードバックを行い、経営効率の改善や経営の透明性の向上
につなげております。

株主・投資家の皆様との対話は、企業価値及び資本効率の向上や持続的な成長の促進を目的として行うものとし、対話において未公表の重要事
実を開示することは株主間の平等を害することに鑑み、原則として未公表の重要事実は開示しないものとしております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 38,101,700 11.63

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 27,780,000 8.48

第一生命保険株式会社 21,457,926 6.55

明治安田生命保険相互会社 18,695,140 5.70

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 10,292,043 3.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 4,857,800 1.48

野村信託銀行株式会社（投信口） 4,650,300 1.41

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 4,387,600 1.33

日本生命保険相互会社 4,313,734 1.31

全国共済農業協同組合連合会 4,309,000 1.31

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．2016年６月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行並びにその共同保
有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及び、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が2016年６月16日現在
で33,314千株（株券等保有割合10.17%）を所有している旨が記載されているものの、当社として2017年３月31日時点における実質所有株式数の確
認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。

２．2016年７月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社並びにその共同保有者である三井住
友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2016年６月30日現在で16,440千株（株券等保有割合5.02%）を所
有している旨が記載されているものの、当社として2017年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況
は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。

３．2016年９月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー及びそ
の共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社が2016年９月15日現在で20,065千株（株券等保有割合6.13%）を所有している旨が記載され
ているものの、当社として2017年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株
式数に基づき記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 ガラス・土石製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上



直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

蒲野　宏之 弁護士 ○

中村　利雄 その他 ○

浜田　恵美子 学者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

蒲野　宏之 ○

当社は昨年度まで、蒲野宏之氏に対し、
競争法調査に関する独立委員会の委員
長職を委託し、その対価及び費用を支
払っておりましたが、昨年度における支払
額は当社連結営業費用の0.1％未満で
す。

なお、同委員会は解散したため、今後、当
該支払いを行う予定はありません。

蒲野宏之氏は、長年弁護士として法律実務に
携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務め
る等、法曹界において豊富な経験と実績を有し
ております。この経験を活かし、現に当社の社
外取締役としてコンプライアンス体制の強化や
経営戦略の観点から意見を述べる等、当社の
業務執行への提言および経営の監督を適切に
行っていることから、社外取締役に選任してお
ります。

同氏は独立役員の要件を満たしており、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し
たため、独立役員として指定いたしました。



中村　利雄 ○

当社は、中村利雄氏が会長を務めている
公益財団法人全国中小企業取引振興協
会に対し、研修費等を支払っております
が、昨年度における支払額は当社連結営
業費用の0.1％未満です。

当社は、同氏が専務理事を務めていた東
京商工会議所に対し、会費を支払っており
ますが、昨年度における支払額は当社連
結営業費用の0.1％未満です。

中村利雄氏は、通商産業省貿易局長や中小企
業庁長官を歴任し、また日本商工会議所の専
務理事を務める等、長年にわたり商工業の振
興に寄与する要職を務めてきております。その
経歴を通じて培った見識と豊富な経験を活か
し、現に当社の社外取締役として事業判断の
根拠の明確化について意見を述べる等、当社
の業務執行への提言および経営の監督を適切
に行っていることから、社外取締役に選任して
おります。

同氏は独立役員の要件を満たしており、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し
たため、独立役員として指定いたしました。

浜田　恵美子 ○

当社は、浜田恵美子氏が非常勤講師を務
めている国立大学法人名古屋工業大学
に対し、研究費等を支払っておりますが、
昨年度における支払額は当社連結営業
費用の0.1％未満です。

当社は、同氏が客員教授を務めている国
立大学法人名古屋大学に対し、電子工業
用製品等の販売および研究費等の支払
いを行っておりますが、昨年度における金
額はそれぞれ当社連結売上高の0.1％未
満および当社連結営業費用の0.1％未満
です。

浜田恵美子氏は、太陽誘電株式会社に在籍
中、ＣＤ－Ｒ（記録できるＣＤ）の発明および世
界初の製品化を主導する等の顕著な業績を挙
げ、その後は名古屋工業大学教授、名古屋大
学客員教授として産学官連携を主体とした研
究活動に携わってきました。その経歴を通じて
培った見識を活かし、当社の技術開発をはじめ
とする業務執行への提言および経営の監督を
適切に行えるものと判断し、社外取締役に選任
しております。

同氏は独立役員の要件を満たしており、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し
たため、独立役員として指定いたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

8 0 3 3 0 2
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

8 0 3 3 0 2
社内取
締役

補足説明

指名・報酬諮問委員会は、社外役員を過半数として構成され（社外取締役３名、社外監査役２名、社内取締役３名の計８名）、取締役及び執行役
員の人事と報酬に関する事項、最高責任者の後継者計画等について審議を行い、その結果を取締役会に答申することにより、役員の人事及び報
酬決定に係る公正性の確保及び透明性の向上を図るものです。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役監査、会計監査、内部監査はそれぞれ独立して実施していますが、監査の実効性、効率性をあげるため、監査役（会）、会計監査人及び内
部監査部門は、監査の方針・計画・結果などについて定期的に情報交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名



社外監査役のうち独立役員に指定され

ている人数
2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

田中　節夫 その他 ○

寺東　一郎 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田中　節夫 ○

当社は昨年度まで、田中節夫氏に対し、
競争法調査に関する独立委員会の委員
職を委託し、その対価及び費用を支払っ
ておりましたが、昨年度における支払額は
当社連結営業費用の0.1％未満です。

なお、同委員会は解散したため、今後、当
該支払いを行う予定はありません。

田中節夫氏は、警察庁の各要職を経て警察庁
長官を務めており、行政における豊富な経験及
び実績を活かし、業務の適法性やリスク管理の
観点による当社の経営全般に対する提言が期
待できることから、社外監査役に選任しており
ます。

同氏は独立役員の要件を満たしており、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し
たため、独立役員として指定いたしました。

寺東　一郎 ○

当社は、寺東一郎氏が代表取締役兼副
社長執行役員等を務めていた株式会社ニ
コンに対し、セラミックス製品等を販売して
おりますが、昨年度における販売額は当
社連結売上高の0.1％未満です。

寺東一郎氏は、株式会社東京三菱銀行(現　株
式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)の専務執行役員や
株式会社ニコンの代表取締役兼副社長執行役
員を務める等、長年にわたり会社の経営に携
わっております。この会社経営の専門家として
の豊富な経験とその経歴を通じて培った見識を
活かし、当社の経営全般に対して提言を行う
等、当社のコーポレートガバナンスの強化のた
め適切な役割を果たしていることから、社外監
査役に選任しております。

同氏は独立役員の要件を満たしており、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し
たため、独立役員として指定いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員は全て独立役員に指定しております。

蒲野宏之氏は、平成29年度３月期開催の取締役会13回の全てに出席し、弁護士としての豊富な経験及び専門性を活かして、コンプライアンス体
制の強化や経営戦略の観点から意見を述べております。

中村利雄氏は、平成29年度３月期開催の取締役会13回の全てに出席し、経済産業行政における豊富な経験及び実績を活かして、事業判断の根
拠の明確化等について意見を述べております。

田中節夫氏は、平成29年度３月期開催の取締役会13回のうち12回、監査役会14回の全てに出席し、警察行政における豊富な経験及び実績を活



かして、人材育成策やリスク管理体制の強化等について意見を述べております。

寺東一郎氏は、平成29年度３月期開催の取締役会13回のうち12回、監査役会14回の全てに出席し、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び株式会社
ニコンにおける経営者としての経験及び幅広い見識を活かして、財務政策等について意見を述べております。

浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績連動型報酬制度に関してましては、全社業績、部門業績に連動する部分及び個人の業績評価にかかわる部分の３つに分かれており、営業
利益額やROEなどの指標によって達成度を見る仕組みとなっております。

ストックオプション制度につきましては、役位に応じた長期インセンティブの額を設定しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

上記のストックオプションの付与対象者にある「その他」は執行役員です。

適正な会社経営を通じた株価上昇及び連結業績向上への意欲や士気を高めることを目的に、社内取締役と執行役員に付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額は１億円以上の者につきましては、有価証券報告書において個別開示することとしております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社における取締役（社外取締役を除く）及び執行役員の報酬は、企業理念及び経営方針の実現への動機付け、並びに役員の責任の明確化と
公正性、透明性を高めることを目的として、（１）役職位に応じた固定的年額報酬としての基本報酬、（２）毎年の業績に対する各取締役の成果責
任を一層明確にし、業績との連動性を高めるための業績連動賞与、並びに（３）当社の株価への感度をより引き上げて株価上昇によるメリットのみ
ならずその下落によるリスクまでも株主と共有し、適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値向上への意欲と士気を高めるための株式関連報
酬、の３つの部分で構成しております。固定的年額報酬と変動報酬の比率については、中長期の業績の安定及び向上を重視する観点に立ち、業
績に連動する変動報酬の割合が過度にならないよう設定しております。

社外取締役及び監査役については、独立した立場から経営の監督、監査を行う役割を担うことから基本報酬のみとしており、業績連動賞与や株
式関連報酬は設けておりません。

その額については、平成19年６月及び平成29年６月開催の当社定時株主総会で、株式関連報酬すなわちストックオプションを除く取締役の報酬等
の額を年額８億円以内、うち社外取締役6,000万円以内と決議いただいております。同様に取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプション
に関する報酬等の額は年額2億円以内、監査役の報酬等の額は年額１億円以内と決議いただいております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

重要な経営事項については適宜会社より資料を送付し説明しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

[業務執行の状況]

取締役会の決定に基づく業務執行に関しては、社長が業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括しています。業務執行に係る重要な事
項については、社長の決定を補助するため、経営会議で審議を行っております。経営会議は、社長・取締役・監査役及び社長の指名する執行役
員・部長により構成しており、本報告書提出日現在、男性14名、女性１名となっております。

また、取締役会の監督・監視機能を強化するため、当社を取り巻く各々のリスクを取り扱う各委員会のうち、主要な委員会から取締役会への報告
を義務付けるとともに、指名・報酬諮問委員会、経営協議会、社外役員会議、経営倫理委員会等を設置し、コーポレートガバナンス・コードの趣旨
の徹底を図っております。

＜指名・報酬諮問委員会＞

社外役員を過半数として構成され、取締役及び執行役員の人事と報酬に関する事項、最高経営責任者の後継者計画等を審議し、その結果を取
締役会に答申することにより、役員の人事及び報酬決定に係る公正性の確保及び透明性の向上を図るものです。

＜経営協議会＞

社外役員と代表取締役等の意見交換の会合であり、経営に関する様々な課題について、社外役員から経営陣への積極的な助言を求めるもので



す。

＜社外役員会議＞

社外役員のみで構成され、取締役会における議論に積極的に貢献することを目的に、当社の経営課題等について意見を交換するものです。

＜監査役・社外取締役ヒアリング＞

監査役及び社外取締役で構成され、当社の事業環境や課題について社内関係者から情報を聴取するものです。

＜経営倫理委員会＞

社外役員とコンプライアンスを担当する社内取締役1名で構成され、競争法及び海外腐敗行為防止法の遵守、並びに、当社の役員等が関与する
不正・法令違反について監視し、取締役会に直接報告するものです。これらの不正・法令違反に歯止めをかける仕組みとして、従来のヘルプライ
ン制度とは別に、社外役員に直結する内部通報制度（ホットライン）を設置し、コンプライアンス体制の強化を図っております。

[監査の状況]

各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画に従い、取締役や使用人等と意思疎通を図って情報の収集に努めるとともに、取締役会、経
営会議に出席するなどして取締役の職務執行を監査しております。会計監査人、内部監査部門とは監査の状況等について社外監査役(独立役
員)の出席する監査役会で適宜情報交換を行い、相互に連携を図るとともに、会計監査人に対しては「外部会計監査人の選任・評価基準」に基づ
いて評価を行っております。

常勤監査役はＣＳＲ委員会、内部統制委員会、開発委員会、設備委員会など社内の主要な会議に出席して取締役等の職務の執行状況等につい
て報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、また意見を表明しております。また重要な決裁書類等を閲覧するとともに、主要な事業所の業
務、財産の状況等を調査し、更に子会社の取締役、監査役等との情報交換や事業報告聴取等を行い、必要に応じて意見を表明しております。常
勤監査役はこれらの監査活動の内容を社外監査役の出席する監査役会に報告し、監査役間で情報を共有するとともに相互に意見交換を行って
おります。

本報告書提出日現在、当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、松井夏樹、山崎裕司及び増見彰則であり、有限責任監査法人トーマツに
所属しております。

内部監査部門としては、業務監査部を設けており、各部門の業務執行状況を監査して、代表取締役に対し、経営判断に資する情報提供を行って
おります。業務監査部長は内部統制委員会及びＣＳＲ委員会の委員となっております。

監査役監査、会計監査、内部監査はそれぞれ独立して実施していますが、監査の実効性、効率性を高めるため、監査の方針・計画や監査結果に
ついて定期的に情報交換を行っております。

[報酬決定の手続]

役員報酬については、その決定プロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、社外役員を過半数として設置した指名・報酬諮問委員
会において、報酬の決定に関する方針、取締役及び監査役全体の報酬枠案、取締役及び執行役員の個人別の報酬額案について審議を行い、そ
の決議内容を取締役会に答申しております。取締役会では、同委員会の答申を尊重した上で取締役及び執行役員の報酬に係る決議を行い、当
該決議を受けて代表取締役の協議により賞与を含めた年額を決定しております。具体的には、基本報酬については企業業績、関連業界の報酬
水準などを勘案しつつ、役位に応じた金額を設定しております。年次賞与である業績連動賞与については毎年度の連結営業利益率、連結売上
高、連結ROE等の経営指標の実績と増減に基づいて決定しております。株式関連報酬については、長期インセンティブとして、行使価格を１株当り
１円とする株式報酬型ストックオプションにつき役位に応じて決定した個数を付与し、権利行使の条件として当社の役員退任後1年が経過した日か
ら原則として５年以内に行使することとしております。各監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定しております。

[役員候補者の指名の方針と手続]

（指名の方針）

当社の事業はセラミックス等の素材及びその関連製品を、多様な事業領域や海外も含めた広範な地域に供給する製造業であります。その経営陣
幹部、業務執行を担う取締役及び執行役員は、各事業分野や製造技術、研究開発に精通した個別の知見や、財務、法務、労務などの知識に基
づいて経営判断や意思決定を行うことが求められ、常勤監査役も同様に財務などの専門知識と個別の事業経験から得られた知見に基づいて監
査業務を行う必要があります。そのため候補の指名に際しては、各事業分野における製造技術、研究開発、営業、企画などの実務経験とリーダー
シップ、及び財務、法務、労務などの知識の有無を重視しております。社外取締役・社外監査役については、法律や企業財務など高度な専門性
や、国際情勢、社会・経済動向に関する見識等を持つ者から候補者を選定しております。取締役の総数は定款により15名以内としております。こ
れらの方針については、社外役員を過半数として設置した指名・報酬諮問委員会において審議し、その決議内容を取締役会に答申しております。

（指名の手続）

取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、各候補者について代表取締役全員で協議を行い、監査役候補者についてはその独立性を担保
するため、監査役会の同意を得ております。加えて、指名プロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に設置した指名・報酬諮問委員
会において各候補者について審議を行い、その決議内容を取締役会に答申しております。取締役会では、同委員会の答申を尊重した上で、取締
役、監査役候補者を決定し、株主総会の目的事項（議案）として決議しております。

[責任限定契約の締結]

当社は全ての社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責
任限度額は、同法第425条第１項に定める額を限度としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

豊富な経験と高い見識を有する独立性の高い社外取締役からの提言を、合理的な経営判断や経営の透明性・健全性の確保に活かすとともに、
同じく豊富な経験と高い見識を有する独立性の高い社外監査役を含む監査役による取締役の職務執行・業務・財政状況の監査により、コーポ
レートガバナンスが有効に機能すると考えることから、現状の体制としています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会開催日の３週間前に発送しております。東証の適時開示情報システム
（TDnet）、自社ＨＰに発送前開示しております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、株主との建設的な対話を充実させるためには、正確な情報提供が不可欠である
と考え、関連法令の遵守や各種の事務処理に必要な期間を踏まえ、株主総会開催日を
はじめとする株主総会関連の日程を適切に設定しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

当社は、電子投票制度を導入するとともに、東証プラットフォームに参加し、国内外の機関
投資家の議決権行使の環境整備を図っております。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知の一部につき、英訳を提供しております。

その他 株主総会議案の決議結果につきましては、臨時報告書を提出しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回、決算発表後に国内で決算説明会を実施しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 年２回、海外ＩＲを実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、NGKレポート、
株主総会資料等を当社ウェブサイトに掲載しております。

(ホームページアドレス： http://www.ngk.co.jp/)

IRに関する部署（担当者）の設置 財務部、コーポレートコミュニケーション部

その他
2016年12月、東京国際フォーラムで開催された個人投資家向けイベントＩR資
産運用フェア 2016に出展しました。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

すべてのステークホルダーとの対話を通じて、日本ガイシグループへの理解を広げるととも
に、寄せられた意見に基づいて会社の活動をレビューし、社会的責任を果たすための取り
組みに活かすことを「ＮＧＫグループ企業行動指針」において規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、地球環境の保全を人類共通の重要課題と認識し、環境と調和した企業活動を推
進するため、環境基本方針を制定しております。この基本方針の下、事業活動に伴う環境
負荷の低減を図るとともに、環境保全に資する製品や技術の開発を通じて地球環境の保
全に貢献していきます。環境活動を推進するために、環境委員会を設置して環境行動計画
を策定し、計画の重点活動項目に沿った活動を推進しております。

また、当社はCSR委員会を設置して、地域に信頼される企業市民であることを目指し、「人・
教育」「環境」「地域とのかかわり」を軸として、地域のニーズに応じた社会貢献活動に取り
組んでいます。また、国内外の当社グループ各社でもそれぞれの地域に根付いた社会貢
献活動を行い、社員ボランティアたちが地域の方々と協力して各地で活躍しています。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやコー
ポレートガバナンスに係る情報等の非財務情報について、事業報告や有価証券報告書に
おいて適切に開示するとともに、NGKレポート、自社ＨＰ、新聞等における情報発信を積極
的に行っております。

その他

当社は、女性活躍推進法に基づき、平成28年１月に行動計画を策定し、女性の活躍を促
す環境づくりに取り組んでいます。

具体的には①人事制度の見直しにより、全ての女性社員の職域を拡大する　②管理職に
対して女性のキャリア形成に関する教育を実施する　③女性社員の「ビジネスリーダー研
修（選抜教育）」への参加促進　④海外赴任同行休職制度をはじめとする女性のキャリア
継続支援の充実　などの施策を推進しております。

また、障がい者の雇用については、特別支援学校からの実習受け入れや障がい者向け採
用セミナーへの参加などによって、障がい者採用の拡大に取り組んでいます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当
社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとされる体制を構築する。

１． 当社取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１） 取締役会は子会社を包含する企業行動指針（以下、「グループ企業行動指針」という。）を制定し、取締役が法令及び定款に基づき、且つ企

業倫理に則りその職務を執行するための規範及び行動基準を定め、取締役はこれを遵守するものとする。

（２） 取締役会のほか社長以下の業務執行機関が、内部統制システムの構築及び運用にあたるものとする。内部監査の専門部署として業務監査

部を設置し、各部門の業務執行状況の監査を行うほか、ＣＳＲ委員会を設置し、内部統制システムの構築及び維持・向上を図るものとする。また、
内部統制委員会を設置し、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」についての審議を行うものとする。

（３） ＣＳＲ委員会の下部組織としてコンプライアンスに関する担当専門分科会（コンプライアンス専門分科会）を設置し、コンプライアンス体制の構

築及び維持・向上を図るものとする。法令・社内規則違反その他グループ企業行動指針の趣旨に反する事実を発見した場合における職制外の相
談・報告ルートとして「ヘルプライン制度」を設置し、ヘルプライン制度運用規定に基づき運営する。

（４） 社外役員を主要な構成員とし、当社の役員等が関与する不正及び法令違反並びに競争法及び海外腐敗行為防止法への対応（以下、「本件

事項」という。）を取扱う経営倫理委員会を設置する。本件事項に係る内部通報については、ヘルプライン制度とは別に設置する「ホットライン制
度」を利用するものとする。ホットライン制度においては予め指定された外部の弁護士が内部通報を受理し、本委員会に直接報告するものとする。
本件事項については本委員会が取締役会に直接報告する管理体制を構築し、コンプライアンス体制の維持・向上を図るものとする。

（５） 取締役は、上記コンプライアンス体制の実効性を日常的に点検し、その実効性に関する問題又は法令違反その他コンプライアンス上の問題

を発見した場合は、取締役会及び監査役に報告し、対策を講じるものとする。

２． 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に関する規定等に基づき、適切且つ検索性の高い状態で保存・管理するものとし、取締役
及び監査役はこれらの情報を常時閲覧できるものとする。

３． 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１） 事業運営上のリスクについては、関係職制において日々のリスク管理を行うとともに、予算策定、設備投資及び研究開発等の実施決裁プロ

セス並びに戦略会議において、総合的にリスクの検討・分析を行い、これを回避・予防するものとする。

（２） 法令・倫理・事件・事故、災害、品質、環境、輸出管理、安全衛生に関する全社横断的な重大なリスクに関しては、危機管理基本規定に基づ

き、日々のリスク管理を関係職制により行うとともに、それぞれＣＳＲ委員会、中央防災対策本部、ＢＣＰ対策本部、品質委員会、環境委員会、安全
保障輸出管理／特定輸出・通関管理委員会、安全衛生委員会、経営倫理委員会を設置し、これを回避・予防するものとする。

４． 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１） 取締役会の決定に基づく業務執行については、社長が業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括する。社長の意思決定を助けるた

め、経営会議、戦略会議、教育審議会、開発委員会、設備委員会、品質委員会、環境委員会、ＣＳＲ委員会、内部統制委員会を設置し、総合的に
審議・調整を行うものとする。

（２） 取締役の日々の業務執行については、職務権限表・業務分掌規定・各種決裁手続規定によって、それぞれの責任者及びその責任並びに執

行手続の詳細について定めることで権限委譲を行い、業務執行の効率化を図るものとする。

５． 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１） 取締役会は、グループ企業行動指針を制定し、使用人が法令及び定款に基づき、且つ企業倫理に則りその職務を執行するための規範及び

行動基準を定めるとともに、コンプライアンス専門分科会による使用人に対するコンプライアンス教育の実施や「ヘルプライン制度」及び「ホットライ
ン制度」の運用を通じて、コンプライアンス体制の整備を図るものとする。

（２） 使用人は、法令違反その他コンプライアンス上の問題を発見した場合には直ちに上司、関連部門の取締役又は社内担当部門に報告するも

のとする。

（３） 業務監査部は、各部門の業務執行状況について内部監査を実施し、適切な統制が行われる体制が構築・運営されることを確保するものとす

る。

６． 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１） 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

① 子会社を所管する部門は、所管する子会社に対し、子会社運営上の動向・変化（経営体制、労務、コンプライアンス等）について、適宜、報告さ

せるものとする。子会社から報告を受けた所管部門は、グループ会社統括事務局である経営企画室に報告するものとし、グループ会社統括執行
役員への情報の一元化を図るとともに、関連する本社部門に報告するものとする。所管部門は、子会社においてコンプライアンス上の問題や事
件・事故が発生した場合には、上記に加え、遅滞なくＣＳＲ委員長に報告するものとする。

② 当社による経営管理、経営指導内容が法令に違反し、又はコンプライアンス上問題があると子会社が認めた場合には、当社のＣＳＲ委員会に

報告するものとする。

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社における重要な財産の処分及び譲受け、設備投資、資金借入れ、融資及び債務保証、営業債権の処分等について、その内容・規
模に応じて当社の所管部門の決裁、経営会議審議の上での社長決裁又は取締役会決議による承認を得ることとする旨を「職務権限表」に定め、
子会社の損失の危険を管理するものとする。

（３）子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 子会社を所管する部門はその指導の下、子会社に事業方針を策定させ、取締役会の決定に反映させる。取締役会の決定に基づく業務執行に

ついては、子会社の社長に、業務執行上の最高責任者として子会社の業務を統括させる。

② 子会社の取締役の日々の業務執行については、子会社において職務権限、業務分掌、決裁手続に係る規定を作成させ、これらの規定におい

てそれぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることで権限委譲を行わせ、業務執行の効率化を図らせる。

（４） 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社及びその子会社に共通するグループ企業行動指針を定め、当社及びその子会社の取締役・使用人を一体として法令遵守意識の醸成を図る
とともに、適正に業務を執行する体制を整備するものとする。また、子会社への監査役の派遣及び当社の業務監査部による内部監査の実施等に
より、リスク管理体制及び法令遵守体制の維持を図るものとする。当社の「ヘルプライン制度」及び「ホットライン制度」については、子会社の役職
員も利用可能とする。但し、上場子会社においては、独自のヘルプライン制度を備えるものとする。また、海外子会社においては、各々の国情・文
化・社会風土等を勘案し、ヘルプライン又はこれを補完・代替する制度を整備するものとする。



７． 当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役と協議の上、適切に対処するものとする。

８． 当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得て行うものとする。

９． 当社監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は必要に応じていつでも当該使用人に対し指示を行うことができ、当該使用人は当該指示を優先して職務を行うものとする。

10．当社監査役への報告に関する体制

（１） 当社の取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制

① 取締役は、上記１に定める場合の他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとす

る。

② 使用人は、上記５に定める場合の他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに上司、関連部門の取締役又

は社内担当部門に報告するものとし、報告を受けた上司、関連部門の取締役又は社内担当部門は、直ちに監査役に報告するものとする。

③ コンプライアンス体制の運用状況、「ヘルプライン制度」の運用状況、内部監査結果の他、監査役がその職務執行上報告を受ける必要があると

判断した事項について、各担当部門は監査役に報告するものとする。

（２） 子会社の取締役、監査役及び使用人（以下、「役職員」という。）又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制

① 子会社の役職員又は上記６（１）①の定めにより子会社から報告を受けた所管部門は、法令違反その他コンプライアンス上の問題又は当社に

著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに当社監査役に報告するものとする。

② 当社監査役は、定期的に子会社監査役との連絡会を開催し、子会社の運営状況について報告させるものとする。

③ 子会社の役職員も利用可能であるヘルプラインの運営事務局は、子会社の案件を含めたヘルプラインの運用実績について、当社監査役も出

席するコンプライアンス専門分科会において報告を行う他、必要に応じて当社監査役に対し報告を行うものとする。

11．上記10の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社監査役への報告を行った当社及びその子会社の役職員は、当該報告をしたことを理由として、解雇・降格・減給・配置転換等を含むいかなる
不利益な取扱いも受けないものとする。

12．当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

当社は、監査役の職務の執行に係る費用について、監査役会が策定した内容に基づく予算を措置するものとする。予算外の費用が生じる場合
も、その前払又は償還に応じるものとする。

13．その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。また、監査役は代表取締役、会計監査人とそ
れぞれ定期的に意見交換を実施するものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社及びその子会社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、法令に基づき断固たる行動をとり、これらの勢力との一切の関係を排除しま
す。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




